
消費者政策の全体像（消費者基本法） 
 

 

 

 

 

 

  

 

＜基本的施策＞ 

10 高度情報通信社会の進展への的確な対応（20条） 

12 環境の保全への配慮（22条） 

11 国際的な連携の確保（21条） 

７ 啓発活動及び教育の推進（17条） 

・消費者に対する啓発活動の推進、様々な場を通じた消費生活に関する教育の充実 等 

８ 意見の反映及び透明性の確保（18条） 

・消費者等の意見の施策への反映、施策の策定過程の透明性を確保するための制度の整備 等 

 
９ 苦情処理及び紛争解決の促進（19条）   ・苦情処理のあっせん等 

・人材の確保・資質の向上等 
・専門的知見に基づく適切かつ迅速な苦情処理のために必要な施策 

１ 消費者の安全の確保（11条） 

・商品・役務についての安全基準の整備・確保 
・安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進 
・安全を害するおそれがある商品、役務に関する情報の収集・提供 等 

２ 消費者契約の適正化等（12条） 

・契約の際の事業者による情報提供、勧誘の適正化 
・公正な契約条項の確保 等 

３ 計量の適正化（13条）   ・適正な計量の実施の確保 

４ 規格の適正化（14条）   ・適正な規格の整備・普及 

５ 広告その他の表示の適正化等（15条）   ・虚偽又は誇大な広告その他の表示の規制 等 

６ 公正自由な競争の促進等（16条） 

・公正かつ自由な競争の促進 
・消費生活上重要度の高い商品・役務の価格等の決定、認可等に当たっての消費者に与える影響の考慮 
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＜基本理念＞（２条） 

２ 消費者の自立の支援 

４ 高度情報通信社会の進展
への的確な対応 

５ 国際的な連携の確保 

６ 環境の保全への配慮 

３ 安全の確保等に関する適正
な事業活動の確保、年齢その
他の消費者の特性への配慮 

１ 消費者の権利の尊重 

①消費者の安全の確保 

 

②自主的かつ合理的選択の

機会の確保 

 

③必要な情報・教育の機会

の提供 

 

④消費者の意見の政策への

反映 

 

⑤適切かつ迅速な被害救済 
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＜国、地方公共団体、事業者等の責務＞ 

・国（３条） 

・地方自治体（４条） 

・事業者（５条） 

・事業者団体（６条） 

・消費者の責務（７条） 

・消費者団体の責務（８条） 

資料３―３ 

＜目的＞ 

（１条） 

 


